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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉施設 

原子炉施設保安規定の変更認可申請の一部補正について 

 

 

 

 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規

定に基づき，令和３年９月３日付け令０３原機（ふ）２１３をもって変更認可申請した国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉施設原子炉施設保安規定を，別

紙のとおり一部補正します。 



1 

別 紙 

１．補正内容 

令和３年９月３日付け令０３原機（ふ）２１３をもって変更認可申請した国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉施設原子炉施設保安規定について，その内

容の一部を別添－１のとおり補正する。また，既に認可を受けている国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉施設原子炉施設保安規定に対し，一部補正を含め

た内容を別添－２に示す。 

 

２．補正理由 

（１）廃止措置計画変更認可申請の一部補正に伴い，第５章設備維持管理第２節施設管理に

係る別表第４の廃止措置計画に基づく性能維持施設のうち，セメント混練固化装置の性

能及び機能維持の方法の記載を変更する。 

（２）廃止措置計画変更認可申請の一部補正に伴い，第５章設備維持管理第２節施設管理に

係る別表第４の廃止措置計画に基づく性能維持施設のうち，原子炉補機冷却水ポンプの

維持すべき期間に追記した中央制御室換気系を中央制御室換気系チリングユニットに変

更し，冷却対象設備の明確化を図る。 

（３）廃止措置計画変更認可申請の一部補正に伴い，第５章設備維持管理第２節施設管理に

係る別表第４の廃止措置計画に基づく性能維持施設のうち，圧縮空気系設備に追記した

ユニット型空気圧縮機の「設備，維持台数，位置，構造等」について，基数のみの記載

に変更する。 

（４）第５章設備維持管理第２節施設管理に係る別表第４の廃止措置計画に基づく性能維持

施設のうち，セメント混練固化装置の詳細な仕様を追記したことに伴い，第７章廃棄物

管理第２９条第１項第１号の濃縮廃液の処理に関し，セメント混練固化装置による処理

を行う旨追記する。 

 

３．施行期日 

この規定は，原子力規制委員会の認可日以降，理事長が別に定める日から施行する。 

 

以上 



 

 
 
 
 
 
 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉施設 

  原子炉施設保安規定 補正前後比較表 

(補正箇所のみ記載) 

 
 
 

別添－１ 



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉施設原子炉施設保安規定 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

第７章 廃棄物管理 

 

第１節 （省略） 

 

第２節 固体状物質の管理 

 

（放射性固体廃棄物の処理及び貯蔵管理） 

第２９条  施設管理課長は，次の各号に掲げる放射性固体廃棄物について，それぞれの種類・

性状等に応じた処理及び貯蔵管理を行う。 

(1) 濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し，必要に応じてアスファルト固化装置によ

り固化処理してドラム缶詰めし，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）に貯蔵

保管する。 

 

(2) フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。 

(3) 粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。 

(4) 粒状の使用済イオン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。ま

た，液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済イオン交換樹脂につ

いては，必要に応じてドラム缶等（以下「容器」という。）に詰め，貯蔵庫に貯蔵保管

する。 

(5) 可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼却設備により焼却減容して，焼却灰を容器に詰

め，貯蔵庫に貯蔵保管する。また，貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物につい

ても同様に実施する。 

(6) 不燃性固体廃棄物は，種類・性状等に応じて次の処理及び貯蔵保管等を行う。ただ

し，「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」については，第３１条

に基づき管理する。 

イ 金属類については，仕分・切断等の処理を行い，必要に応じて除染処理，減容処理を

行い，容器に詰め，貯蔵庫及び別図第４に示す保管区域（以下「保管区域」とい

う。）に貯蔵保管する。 

ロ コンクリートについては，必要に応じて除染処理を行い，容器に詰め，貯蔵庫及び保

管区域に貯蔵保管する。 

ハ 制御棒については，使用済燃料貯蔵プールの制御棒用貯蔵ラックに貯蔵する。遮へい

プラグについては，使用済燃料貯蔵プールの遮へいプラグ用貯蔵ラック又は使用済燃

料に影響を及ぼさないよう未収容の使用済燃料用貯蔵ラックに貯蔵する。 

２ 施設管理課長は，前項第６号に定める処理及び貯蔵保管等を実施する場合，第２０条にお

いて分別管理した解体撤去物等，点検･定常作業等により発生した不燃性固体廃棄物，貯蔵

庫及び保管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物については，廃止措置計画に定める

「レベル１」，「レベル２」，「レベル３」及び「放射性物質として扱う必要のないものと

推定されるもの」の放射能レベル別に区分して管理し，保管区域については，放射能レベル

区分に応じて次の各号に掲げる管理を行う。 

(1) 「レベル１」は，原子炉建屋の蒸気放出プール及び燃料貯蔵プール建屋の使用済燃料

貯蔵プール（使用済燃料搬出後）に貯蔵保管する。 

第７章 廃棄物管理 

 

第１節 （変更なし） 

 

第２節 固体状物質の管理 

 

（放射性固体廃棄物の処理及び貯蔵管理） 

第２９条  施設管理課長は，次の各号に掲げる放射性固体廃棄物について，それぞれの種類・

性状等に応じた処理及び貯蔵管理を行う。 

(1) 濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し，必要に応じてアスファルト固化装置によ

り固化処理してドラム缶詰めし，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）に貯蔵

保管する。ただし,セメント混練固化装置を供用開始後は，貯蔵している濃縮廃液を固化

材との混練により固化処理してドラム缶詰めし，貯蔵庫に貯蔵保管する。 

(2) フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。 

(3) 粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。 

(4) 粒状の使用済イオン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。ま

た，液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済イオン交換樹脂につ

いては，必要に応じてドラム缶等（以下「容器」という。）に詰め，貯蔵庫に貯蔵保管

する。 

(5) 可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼却設備により焼却減容して，焼却灰を容器に詰

め，貯蔵庫に貯蔵保管する。また，貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物につい

ても同様に実施する。 

(6) 不燃性固体廃棄物は，種類・性状等に応じて次の処理及び貯蔵保管等を行う。ただ

し，「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」については，第３１条

に基づき管理する。 

イ 金属類については，仕分・切断等の処理を行い，必要に応じて除染処理，減容処理を

行い，容器に詰め，貯蔵庫及び別図第４に示す保管区域（以下「保管区域」とい

う。）に貯蔵保管する。 

ロ コンクリートについては，必要に応じて除染処理を行い，容器に詰め，貯蔵庫及び保

管区域に貯蔵保管する。 
ハ 制御棒については，使用済燃料貯蔵プールの制御棒用貯蔵ラックに貯蔵する。遮へい

プラグについては，使用済燃料貯蔵プールの遮へいプラグ用貯蔵ラック又は使用済燃

料に影響を及ぼさないよう未収容の使用済燃料用貯蔵ラックに貯蔵する。 

２ 施設管理課長は，前項第６号に定める処理及び貯蔵保管等を実施する場合，第２０条にお

いて分別管理した解体撤去物等，点検･定常作業等により発生した不燃性固体廃棄物，貯蔵

庫及び保管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物については，廃止措置計画に定める

「レベル１」，「レベル２」，「レベル３」及び「放射性物質として扱う必要のないものと

推定されるもの」の放射能レベル別に区分して管理し，保管区域については，放射能レベル

区分に応じて次の各号に掲げる管理を行う。 

(1) 「レベル１」は，原子炉建屋の蒸気放出プール及び燃料貯蔵プール建屋の使用済燃料

貯蔵プール（使用済燃料搬出後）に貯蔵保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セメント混練固化装置

供用開始後の固化処理に

ついて追記する。 
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注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

(2) 「レベル２」及び「レベル３」は，あらかじめ指定する各建屋内の地下階の保管区域

に貯蔵保管する。 

(3) 「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」は，あらかじめ指定する各

建屋内の保管区域に貯蔵保管する。 

３ 施設管理課長は，第１項第６号の処理及び貯蔵保管等に当たって，放射能レベル区分を変

更する必要が生じた場合には，前項に基づき放射能レベル別に区分し，管理する。 

４ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の貯蔵，処理等の過程で高濃度のものが低濃度のもの

に混入することがないよう管理する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(15)及び(16)の記録を作成し，保存する。 

６ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物を封入し，又は固化した容器には放射性廃棄物を示す

標識を取り付け，別表第１１(16)の放射性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号を取

り付ける。 

７ 施設管理課長は，次の各号に掲げる事項を確認し，その結果が異常と認められた場合には

必要な措置を講じる。 

(1) 貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するため，１ヶ月に１回以上巡視

するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 粒状廃樹脂貯蔵タンク等における粒状の使用済イオン交換樹脂等の保管状況を確認す

るため，１ヶ月に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

８ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の廃棄施設の目に付きやすい場所に管理上の注意事項

を掲示する。 

９ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の処理又は運搬に際し，放射性固体廃棄物を保管区域

に貯蔵保管する場合は，次の各号に掲げる措置を講じる。 

(1) 廃棄物による汚染の拡大防止措置及び一般公衆の被ばく防止等を考慮した安全確保対

策を講じるとともに，貯蔵保管する廃棄物に起因する一般公衆の被ばく線量評価を安全

管理課長に依頼する。 

(2) 保管区域は，柵等の区画物によって区画するとともに，保管区域である旨及び管理上

の注意事項を掲示する。 

(3) 保管区域の貯蔵保管状況を確認するため，１週間に１回以上巡視するとともに，３ヶ

月に１回保管量を確認する。 

１０ 安全管理課長は，前項第１号の依頼を受け，貯蔵保管する廃棄物に起因する直接線量と

スカイシャイン線量が一般公衆の被ばく線量評価上問題とならないことを確認し，その結果

を施設管理課長に通知する。 

１１ 施設管理課長は，第１６条で定めた工事計画に基づき一時保管（仮置き）された解体撤

去物等を除き，貯蔵庫及び保管区域のそれぞれの貯蔵容量を超えて放射性固体廃棄物を貯蔵

保管してはならない。 

 

第３０条～第３２条の２（省略） 

 
第３節～第５節（省略） 

(2) 「レベル２」及び「レベル３」は，あらかじめ指定する各建屋内の地下階の保管区域

に貯蔵保管する。 

(3) 「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」は，あらかじめ指定する各

建屋内の保管区域に貯蔵保管する。 

３ 施設管理課長は，第１項第６号の処理及び貯蔵保管等に当たって，放射能レベル区分を変

更する必要が生じた場合には，前項に基づき放射能レベル別に区分し，管理する。 

４ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の貯蔵，処理等の過程で高濃度のものが低濃度のもの

に混入することがないよう管理する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(15)及び(16)の記録を作成し，保存する。 

６ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物を封入し，又は固化した容器には放射性廃棄物を示す

標識を取り付け，別表第１１(16)の放射性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号を取

り付ける。 

７ 施設管理課長は，次の各号に掲げる事項を確認し，その結果が異常と認められた場合には

必要な措置を講じる。 

(1) 貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するため，１ヶ月に１回以上巡視

するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 粒状廃樹脂貯蔵タンク等における粒状の使用済イオン交換樹脂等の保管状況を確認す

るため，１ヶ月に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

８ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の廃棄施設の目に付きやすい場所に管理上の注意事項

を掲示する。 

９ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の処理又は運搬に際し，放射性固体廃棄物を保管区域

に貯蔵保管する場合は，次の各号に掲げる措置を講じる。 

(1) 廃棄物による汚染の拡大防止措置及び一般公衆の被ばく防止等を考慮した安全確保対

策を講じるとともに，貯蔵保管する廃棄物に起因する一般公衆の被ばく線量評価を安全

管理課長に依頼する。 

(2) 保管区域は，柵等の区画物によって区画するとともに，保管区域である旨及び管理上

の注意事項を掲示する。 

(3) 保管区域の貯蔵保管状況を確認するため，１週間に１回以上巡視するとともに，３ヶ

月に１回保管量を確認する。 

１０ 安全管理課長は，前項第１号の依頼を受け，貯蔵保管する廃棄物に起因する直接線量と

スカイシャイン線量が一般公衆の被ばく線量評価上問題とならないことを確認し，その結果

を施設管理課長に通知する。 

１１ 施設管理課長は，第１６条で定めた工事計画に基づき一時保管（仮置き）された解体撤

去物等を除き，貯蔵庫及び保管区域のそれぞれの貯蔵容量を超えて放射性固体廃棄物を貯蔵

保管してはならない。 

 
第３０条～第３２条の２（変更なし） 

 
第３節～第５節（変更なし） 
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補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（1/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（5/11）（省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（1/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（5/11）（変更なし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉施設原子炉施設保安規定 補正前後比較表 

注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 

4 

補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

・代替冷却装置を設置す

る設備のうち，「中央制

御室換気系」を「中央制

御室換気系チリングユニ

ット」に変更し，冷却対

象設備の明確化を図る。 
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注）補正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 

5 

補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（7/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（9/11）（省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（7/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性能

維持施設（9/11）（変更なし） 
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6 

補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ユニット型空気圧縮機

の位置及び容量に関する

事項を削除する。 
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補正前（令和 3年 9月 3日付け申請） 補正後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セメント混練固化装置

の固化機能に関する性能

及び機能維持の方法の記

載を変更する。 
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  原子炉施設保安規定 改正前後比較表 

（改正箇所のみ記載） 

 
 
 

別添－２ 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 

1 

改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型転換炉原型炉施設 

原子炉施設保安規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年２月 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

敦賀廃止措置実証部門 

新型転換炉原型炉ふげん 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型転換炉原型炉施設 

原子炉施設保安規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

敦賀廃止措置実証部門 

新型転換炉原型炉ふげん 
 

 
 
 
 

・変更認可申請を下線及

び点線で示し，補正箇所

（令和3年12月17日付け

補正）（備考含む）を二

重下線及び点線で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日付の修正 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 

2 

改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

第２章 品質マネジメントシステム 

 

（品質マネジメントシステム） 

第５条 原子炉施設に関する保安活動を適切に実施するため，設置許可を受けた品質管理計画

に基づき，次のとおり品質マネジメント計画を定める。 

 

1.目的 

本品質マネジメント計画は，原子炉施設における保安活動に関して，原子力施設の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和2年原子力規制委員会規

則第2号）に従って，原子炉施設の安全の確保・維持・向上を図るための保安活動に係る品

質マネジメントシステムを構築し，実施し，評価確認し，継続的に改善することを目的とす

る。 

 

2.適用範囲 

本品質マネジメント計画は，原子炉施設において実施する保安活動に適用する。 

 

3.定義 

本品質マネジメント計画における用語の定義は，次の事項を除き，原子力施設の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のため

の業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈並びにJIS Q 9000：2015品

質マネジメントシステム－基本及び用語に従うものとする。 

(1) 機構の本部組織（以下「本部」という。）は，統括監査の職，安全・核セキュリティ

統括部長及び契約部長をいう。 

(2) 「部門長」とは，敦賀廃止措置実証部門長をいう。 

(3) 「実証本部長」とは，敦賀廃止措置実証本部長をいう。 

(4) 「室部長」とは，廃止措置推進室長，安全・品質保証室長及び事業管理部長をいう。 

(5) 「所長」とは，ふげん所長をいう。 

 

4.～8．（省略） 

第２章 品質マネジメントシステム 

 

（品質マネジメントシステム） 

第５条 原子炉施設に関する保安活動を適切に実施するため，設置許可を受けた品質管理計画

に基づき，次のとおり品質マネジメント計画を定める。 

 

1.目的 

本品質マネジメント計画は，原子炉施設における保安活動に関して，原子力施設の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和2年原子力規制委員会規則

第2号。以下「品質管理基準規則」という。）に従って，原子炉施設の安全の確保・維持・向

上を図るための保安活動に係る品質マネジメントシステムを構築し，実施し，評価確認し，

継続的に改善することを目的とする。 

 

2.適用範囲 

本品質マネジメント計画は，原子炉施設において実施する保安活動に適用する。 

 

3.定義 

本品質マネジメント計画における用語の定義は，次の事項を除き，品質管理基準規則及び

品質管理基準規則の解釈並びにJIS Q 9000：2015品質マネジメントシステム－基本及び用語

に従うものとする。 

 

(1) 機構の本部組織（以下「本部」という。）は，統括監査の職，安全・核セキュリティ統

括部長及び契約部長をいう。 

(2) 「部門長」とは，敦賀廃止措置実証部門長をいう。 

(3) 「実証本部長」とは，敦賀廃止措置実証本部長をいう。 

(4) 「室部長」とは，廃止措置推進室長，安全・品質保証室長及び事業管理部長をいう。 

(5) 「所長」とは，ふげん所長をいう。 

 
4.～8.（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・略称を追記する。 

 

 

 

 

 

 

 

・上記理由により，略称

に変更する。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

第３章 保安管理体制 

 

第１節（省略） 

 

第２節 中央安全審査・品質保証委員会及び敦賀廃止措置実証部門安全・品質保証推進会議 

並びにふげん安全・品質保証推進会議 

 

（中央安全審査・品質保証委員会） 

第８条 機構に中央安全審査・品質保証委員会を置く。 

２ 中央安全審査・品質保証委員会は，理事長の諮問に応じ，原子炉施設の保安に関する次の

各号に掲げる基本的重要事項を審議する。 

(1) 施設の設置，運転，廃止措置等に伴う安全に関する基本事項 

イ 原子炉設置許可の変更に関する重要事項 

ロ 原子炉等規制法第４３条の３の３４に基づき認可を受けた廃止措置計画（以下「廃止

措置計画」という。）の変更に関する重要事項 

(2) 事故又は非常事態の重大事項（研究開発段階炉規則第１２９条に定める事象） 

 

(3) 品質保証活動の基本事項 

(4) その他，理事長の諮問する事項 

３ 中央安全審査・品質保証委員会は，安全担当理事を委員長とし，理事長が指名した委員を

もって構成する。 

４ 委員長は，審議結果を理事長に答申する。 

５ 理事長は，審議結果を尊重する。 

 

第８条の２～第１２条（省略） 

 

 

第３章 保安管理体制 

 

第１節（変更なし） 

 

第２節 中央安全審査・品質保証委員会及び敦賀廃止措置実証部門安全・品質保証推進会議 

並びにふげん安全・品質保証推進会議 

 

（中央安全審査・品質保証委員会） 

第８条 機構に中央安全審査・品質保証委員会を置く。 

２ 中央安全審査・品質保証委員会は，理事長の諮問に応じ，原子炉施設の保安に関する次の

各号に掲げる基本的重要事項を審議する。 

(1) 施設の設置，運転，廃止措置等に伴う安全に関する基本事項 

イ 原子炉設置許可の変更に関する重要事項 

ロ 原子炉等規制法第４３条の３の３４に基づき認可を受けた廃止措置計画（以下「廃止

措置計画」という。）の変更に関する重要事項 

(2) 事故又は非常事態の重大事項（研究開発段階発電用原子炉の設置，運転等に関する規則

（以下「研究開発段階炉規則」という。）第１２９条に定める事象） 

(3) 品質保証活動の基本事項 

(4) その他，理事長の諮問する事項 

３ 中央安全審査・品質保証委員会は，安全担当理事を委員長とし，理事長が指名した委員を

もって構成する。 

４ 委員長は，審議結果を理事長に答申する。 

５ 理事長は，審議結果を尊重する。 

 

第８条の２～第１２条（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法令の正式名称を追記

する。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

第５章 設備維持管理 

 

第１節（省略） 

 

第２節 施設管理 

 

（施設管理計画） 

第２３条 廃止措置計画の認可において，「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則」を含む要求事項への適合性を維持し，原子炉施設の安全を確保する

ため，その性能を維持すべきものとされる原子炉施設に対して，以下の施設管理計画を定

める。 

 

1.～12.（省略） 

 

第２３条の２（省略） 

 

（設計管理） 

第２３条の３ 関係課長は，性能維持施設の工事を行う場合，新たな設計又は過去に実施した

設計結果の変更に該当するかどうかを判断する。 

２ 関係課長は，第 1 項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を満た

す設計を第５条 7.3（設計・開発）に従って実施する。 

(1) 保全の結果の反映及び既設設備への影響の考慮を含む，機能又は性能に関する要求事

項 

(2) 「研究開発段階発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」の規定及び

設置変更許可申請書の記載事項を含む，適用される法令・規制要求事項 

(3) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

(4) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

３ 前項における設計には，第２３条の４に定める作業管理及び第２３条の５に定める定期事

業者検査の実施を考慮する。 

 

第２３条の４～第２３条の５（省略） 

 

 

 

第５章 設備維持管理 

 

第１節（変更なし） 

 

第２節 施設管理 

 

（施設管理計画） 

第２３条 廃止措置計画の認可において，「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則」（以下「研開炉技術基準規則」という。）を含む要求事項への適合性

を維持し，原子炉施設の安全を確保するため，その性能を維持すべきものとされる原子炉

施設に対して，以下の施設管理計画を定める。 

 

1.～12．（変更なし） 

 

第２３条の２（変更なし） 

 

（設計管理） 

第２３条の３ 関係課長は，性能維持施設の工事を行う場合，新たな設計又は過去に実施した

設計結果の変更に該当するかどうかを判断する。 

２ 関係課長は，第 1 項において該当すると判断した場合，次の各号に掲げる要求事項を満た

す設計を第５条 7.3（設計・開発）に従って実施する。 

(1) 保全の結果の反映及び既設設備への影響の考慮を含む，機能又は性能に関する要求事

項 

(2) 研開炉技術基準規則の規定及び設置変更許可申請書の記載事項を含む，適用される法

令・規制要求事項 

(3) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

(4) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

３ 前項における設計には，第２３条の４に定める作業管理及び第２３条の５に定める定期事

業者検査の実施を考慮する。 

 

第２３条の４～第２３条の５（変更なし） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・略称を追記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・略称に変更する。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

 

第７章 廃棄物管理 

 

第１節（省略） 

 

第２節 固体状物質の管理 

 

（放射性固体廃棄物の処理及び貯蔵管理） 

第２９条  施設管理課長は，次の各号に掲げる放射性固体廃棄物について，それぞれの種類・

性状等に応じた処理及び貯蔵管理を行う。 

(1) 濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し，必要に応じてアスファルト固化装置により

固化処理してドラム缶詰めし，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）に貯蔵保管

する。 

 

(2) フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。 

(3) 粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。 

(4) 粒状の使用済イオン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。また，

液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済イオン交換樹脂について

は，必要に応じてドラム缶等（以下「容器」という。）に詰め，貯蔵庫に貯蔵保管する。 

(5) 可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼却設備により焼却減容して，焼却灰を容器に詰

め，貯蔵庫に貯蔵保管する。また，貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物について

も同様に実施する。 

(6) 不燃性固体廃棄物は，種類・性状等に応じて次の処理及び貯蔵保管等を行う。ただし，

「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」については，第３１条に基づ

き管理する。 

イ 金属類については，仕分・切断等の処理を行い，必要に応じて除染処理，減容処理を

行い，容器に詰め，貯蔵庫及び別図第４に示す保管区域（以下「保管区域」という。）

に貯蔵保管する。 

ロ コンクリートについては，必要に応じて除染処理を行い，容器に詰め，貯蔵庫及び保

管区域に貯蔵保管する。 

ハ 制御棒については，使用済燃料貯蔵プールの制御棒用貯蔵ラックに貯蔵する。遮へい

プラグについては，使用済燃料貯蔵プールの遮へいプラグ用貯蔵ラック又は使用済燃料

に影響を及ぼさないよう未収容の使用済燃料用貯蔵ラックに貯蔵する。 

２ 施設管理課長は，前項第６号に定める処理及び貯蔵保管等を実施する場合，第２０条にお

いて分別管理した解体撤去物等，点検･定常作業等により発生した不燃性固体廃棄物，貯蔵庫

及び保管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物については，廃止措置計画に定める「レ

ベル１」，「レベル２」，「レベル３」及び「放射性物質として扱う必要のないものと推定

されるもの」の放射能レベル別に区分して管理し，保管区域については，放射能レベル区分

に応じて次の各号に掲げる管理を行う。 

(1) 「レベル１」は，原子炉建屋の蒸気放出プール及び燃料貯蔵プール建屋の使用済燃料貯

蔵プール（使用済燃料搬出後）に貯蔵保管する。 

 

第７章 廃棄物管理 

 

第１節（変更なし） 

 

第２節 固体状物質の管理 

 

（放射性固体廃棄物の処理及び貯蔵管理） 

第２９条  施設管理課長は，次の各号に掲げる放射性固体廃棄物について，それぞれの種類・

性状等に応じた処理及び貯蔵管理を行う。 

(1) 濃縮廃液は，濃縮廃液貯蔵タンクに貯蔵し，必要に応じてアスファルト固化装置により

固化処理してドラム缶詰めし，固体廃棄物貯蔵庫（以下「貯蔵庫」という。）に貯蔵保管

する。ただし,セメント混練固化装置を供用開始後は，貯蔵している濃縮廃液を固化材と

の混練により固化処理してドラム缶詰めし，貯蔵庫に貯蔵保管する。 

(2) フィルタスラッジは，フィルタスラッジ貯蔵タンクに貯蔵する。 

(3) 粉末状の使用済イオン交換樹脂は，粉末廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。 

(4) 粒状の使用済イオン交換樹脂は，性状ごとに粒状廃樹脂貯蔵タンクに貯蔵する。また，

液体廃棄物の廃棄設備の脱塩装置等から発生する粒状の使用済イオン交換樹脂について

は，必要に応じてドラム缶等（以下「容器」という。）に詰め，貯蔵庫に貯蔵保管する。 

(5) 可燃性固体廃棄物は，雑固体廃棄物焼却設備により焼却減容して，焼却灰を容器に詰

め，貯蔵庫に貯蔵保管する。また，貯蔵庫に貯蔵保管している可燃性固体廃棄物について

も同様に実施する。 

(6) 不燃性固体廃棄物は，種類・性状等に応じて次の処理及び貯蔵保管等を行う。ただし，

「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」については，第３１条に基づ

き管理する。 

イ 金属類については，仕分・切断等の処理を行い，必要に応じて除染処理，減容処理を

行い，容器に詰め，貯蔵庫及び別図第４に示す保管区域（以下「保管区域」という。）

に貯蔵保管する。 

ロ コンクリートについては，必要に応じて除染処理を行い，容器に詰め，貯蔵庫及び保

管区域に貯蔵保管する。 
ハ 制御棒については，使用済燃料貯蔵プールの制御棒用貯蔵ラックに貯蔵する。遮へい

プラグについては，使用済燃料貯蔵プールの遮へいプラグ用貯蔵ラック又は使用済燃料

に影響を及ぼさないよう未収容の使用済燃料用貯蔵ラックに貯蔵する。 

２ 施設管理課長は，前項第６号に定める処理及び貯蔵保管等を実施する場合，第２０条にお

いて分別管理した解体撤去物等，点検･定常作業等により発生した不燃性固体廃棄物，貯蔵庫

及び保管区域に貯蔵保管している不燃性固体廃棄物については，廃止措置計画に定める「レ

ベル１」，「レベル２」，「レベル３」及び「放射性物質として扱う必要のないものと推定

されるもの」の放射能レベル別に区分して管理し，保管区域については，放射能レベル区分

に応じて次の各号に掲げる管理を行う。 

(1) 「レベル１」は，原子炉建屋の蒸気放出プール及び燃料貯蔵プール建屋の使用済燃料貯

蔵プール（使用済燃料搬出後）に貯蔵保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セメント混練固化装置

供用開始後の固化処理に

ついて追記する。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

(2) 「レベル２」及び「レベル３」は，あらかじめ指定する各建屋内の地下階の保管区域に

貯蔵保管する。 

(3) 「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」は，あらかじめ指定する各

建屋内の保管区域に貯蔵保管する。 

３ 施設管理課長は，第１項第６号の処理及び貯蔵保管等に当たって，放射能レベル区分を変

更する必要が生じた場合には，前項に基づき放射能レベル別に区分し，管理する。 

４ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の貯蔵，処理等の過程で高濃度のものが低濃度のもの

に混入することがないよう管理する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(15)及び(16)の記録を作成し，保存する。 

６ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物を封入し，又は固化した容器には放射性廃棄物を示す

標識を取り付け，別表第１１(16)の放射性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号を取

り付ける。 

７ 施設管理課長は，次の各号に掲げる事項を確認し，その結果が異常と認められた場合には

必要な措置を講じる。 

(1) 貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するため，１ヶ月に１回以上巡視す

るとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 粒状廃樹脂貯蔵タンク等における粒状の使用済イオン交換樹脂等の保管状況を確認する

ため，１ヶ月に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

８ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の廃棄施設の目に付きやすい場所に管理上の注意事項

を掲示する。 

９ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の処理又は運搬に際し，放射性固体廃棄物を保管区域

に貯蔵保管する場合は，次の各号に掲げる措置を講じる。 

(1) 廃棄物による汚染の拡大防止措置及び一般公衆の被ばく防止等を考慮した安全確保対策

を講じるとともに，貯蔵保管する廃棄物に起因する一般公衆の被ばく線量評価を安全管理

課長に依頼する。 

(2) 保管区域は，柵等の区画物によって区画するとともに，保管区域である旨及び管理上の

注意事項を掲示する。 

(3) 保管区域の貯蔵保管状況を確認するため，１週間に１回以上巡視するとともに，３ヶ月

に１回保管量を確認する。 

１０ 安全管理課長は，前項第１号の依頼を受け，貯蔵保管する廃棄物に起因する直接線量と

スカイシャイン線量が一般公衆の被ばく線量評価上問題とならないことを確認し，その結果

を施設管理課長に通知する。 

１１ 施設管理課長は，第１６条で定めた工事計画に基づき一時保管（仮置き）された解体撤

去物等を除き，貯蔵庫及び保管区域のそれぞれの貯蔵容量を超えて放射性固体廃棄物を貯

蔵保管してはならない。 

 

第３０条～第３１条（省略） 

 

（放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の確認を受けた物の管理） 

第３１条の２ 施設管理課長は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受

けた方法に基づく測定及び評価を実施する「放射性物質として扱う必要のないものと推定さ

(2) 「レベル２」及び「レベル３」は，あらかじめ指定する各建屋内の地下階の保管区域に

貯蔵保管する。 

(3) 「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」は，あらかじめ指定する各

建屋内の保管区域に貯蔵保管する。 

３ 施設管理課長は，第１項第６号の処理及び貯蔵保管等に当たって，放射能レベル区分を変

更する必要が生じた場合には，前項に基づき放射能レベル別に区分し，管理する。 

４ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の貯蔵，処理等の過程で高濃度のものが低濃度のもの

に混入することがないよう管理する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(15)及び(16)の記録を作成し，保存する。 

６ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物を封入し，又は固化した容器には放射性廃棄物を示す

標識を取り付け，別表第１１(16)の放射性固体廃棄物に係る記録と照合できる整理番号を取

り付ける。 

７ 施設管理課長は，次の各号に掲げる事項を確認し，その結果が異常と認められた場合には

必要な措置を講じる。 

(1) 貯蔵庫における放射性固体廃棄物の保管状況を確認するため，１ヶ月に１回以上巡視す

るとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 粒状廃樹脂貯蔵タンク等における粒状の使用済イオン交換樹脂等の保管状況を確認する

ため，１ヶ月に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

８ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の廃棄施設の目に付きやすい場所に管理上の注意事項

を掲示する。 

９ 施設管理課長は，放射性固体廃棄物の処理又は運搬に際し，放射性固体廃棄物を保管区域

に貯蔵保管する場合は，次の各号に掲げる措置を講じる。 

(1) 廃棄物による汚染の拡大防止措置及び一般公衆の被ばく防止等を考慮した安全確保対策

を講じるとともに，貯蔵保管する廃棄物に起因する一般公衆の被ばく線量評価を安全管理

課長に依頼する。 

(2) 保管区域は，柵等の区画物によって区画するとともに，保管区域である旨及び管理上の

注意事項を掲示する。 

(3) 保管区域の貯蔵保管状況を確認するため，１週間に１回以上巡視するとともに，３ヶ月

に１回保管量を確認する。 

１０ 安全管理課長は，前項第１号の依頼を受け，貯蔵保管する廃棄物に起因する直接線量と

スカイシャイン線量が一般公衆の被ばく線量評価上問題とならないことを確認し，その結果

を施設管理課長に通知する。 

１１ 施設管理課長は，第１６条で定めた工事計画に基づき一時保管（仮置き）された解体撤

去物等を除き，貯蔵庫及び保管区域のそれぞれの貯蔵容量を超えて放射性固体廃棄物を貯蔵

保管してはならない。 

 

第３０条～第３１条（変更なし） 

 

（放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の確認を受けた物の管理） 

第３１条の２ 施設管理課長は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受

けた方法に基づく測定及び評価を実施する「放射性物質として扱う必要のないものと推定さ
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

れるもの」（以下「放射能濃度確認対象物」という。）について，次の各号に掲げる事項を

実施する。 

(1) 原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び

評価の方法に従い，放射能濃度確認対象物以外の異物の混入及び放射性物質による追加的

な汚染を防止する措置を講じ，放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価を行

う。 

(2) 前号の測定及び評価の結果，「製錬事業者等における工場等において用いた資材その他

の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」（以下「放射能

濃度確認規則」という。）に定める放射能濃度の基準を満たす場合は，基準を満たした放

射能濃度確認対象物以外の異物の混入を防止する措置及び放射性物質による追加的な汚染

を防止する措置を講じて管理区域外の所定の保管場所に保管する。 

 

(3) 第１号の測定及び評価の結果，放射能濃度確認規則に定める放射能濃度の基準を満たさ

ない場合は，除染等を行い，再度第１号に基づく測定及び評価を行う。又は，第２９条第

１項第６号（ただし書を除く。）に基づき管理する。 

２ 施設管理課長は，前条及び前項により保管した場合には，その保管状況を確認するため，

１週間に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

３ 施設管理課長は，原子炉等規制法第６１条の２第１項の規定に基づき放射能濃度の確認を

受けた物について，同法第６１条の２第３項に基づきふげんから搬出する。搬出するまでの

間，追加的な汚染のない管理区域の外側にある構内の所定の保管場所で保管する。 

４ 品質保証課長は，別表第１１(31)から(36)までの記録を作成し，保存する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(37)から(39)まで並びに(41)及び(42)の記録を作成し，保存

する。 

６ 安全管理課長は，別表第１１(40)の記録を作成し，保存する。 

 

第３２条～第３２条の２（省略） 

 
第３節～第５節（省略） 

れるもの」（以下「放射能濃度確認対象物」という。）について，次の各号に掲げる事項を

実施する。 

(1) 原子炉等規制法第６１条の２第２項の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び

評価の方法に従い，放射能濃度確認対象物以外の異物の混入及び放射性物質による追加的

な汚染を防止する措置を講じ，放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価を行

う。 

(2) 前号の測定及び評価の結果，「工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性

物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであること

の確認等に関する規則」（以下「放射能濃度確認規則」という。）に定める放射能濃度の

基準を満たす場合は，基準を満たした放射能濃度確認対象物以外の異物の混入を防止する

措置及び放射性物質による追加的な汚染を防止する措置を講じて管理区域外の所定の保管

場所に保管する。 

(3) 第１号の測定及び評価の結果，放射能濃度確認規則に定める放射能濃度の基準を満たさ

ない場合は，除染等を行い，再度第１号に基づく測定及び評価を行う。又は，第２９条第

１項第６号（ただし書を除く。）に基づき管理する。 

２ 施設管理課長は，前条及び前項により保管した場合には，その保管状況を確認するため，

１週間に１回以上巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

３ 施設管理課長は，原子炉等規制法第６１条の２第１項の規定に基づき放射能濃度の確認を

受けた物について，同法第６１条の２第３項に基づきふげんから搬出する。搬出するまでの

間，追加的な汚染のない管理区域の外側にある構内の所定の保管場所で保管する。 

４ 品質保証課長は，別表第１１(31)から(36)までの記録を作成し，保存する。 

５ 施設管理課長は，別表第１１(37)から(39)まで並びに(41)及び(42)の記録を作成し，保存

する。 

６ 安全管理課長は，別表第１１(40)の記録を作成し，保存する。 

 

第３２条～第３２条の２（変更なし） 

 

第３節～第５節（変更なし） 
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第９章 非常時の措置 

 

第１節 事前対策 

 

第５４条～第５６条（省略） 

 

（緊急作業従事者の選定） 

第５６条の２ 施設保安課長は，次の各号に掲げる全ての要件に該当する所員等の放射線業務

従事者（女子については，妊娠不能と診断された者に限る。）から，緊急作業に従事させる

ための要員（以下「緊急作業従事者」という。）を選定し，各部長及び保安主任者の確認を

受け，所長の承認を得る。 

(1) 次の表に定める緊急作業についての教育を受けた上で，緊急作業に従事する意思がある

旨を，理事長に書面で申し出た者であること。 

(2) 次の表に定める緊急作業についての訓練を受けた者であること。 

(3) 実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業従事者については，原子力災

害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員，同法第９条第１項に規定する

原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

 

 

分類 項目 時間 

緊急作業について

の教育 

緊急作業の方法に関する知識（放射線測定の方

法，身体等の汚染の状態の検査，保護具の性能及

び使用方法等） 

３時間以上 

電離放射線の生体に与える影響，健康管理の方法

及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 

１時間以上 

緊急作業について

の訓練 

緊急作業の方法 ３時間以上 

緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い＊１＊２ ３時間以上 

＊１：第５９条第１項又は第６４条の２に定める訓練のうち，緊急作業で使用する施設及

び設備の取扱いに関する訓練と兼ねることができる。 

＊２：緊急作業で使用する施設及び設備を取り扱う者を対象とする。 

 

第５７条～第５９条（省略） 

 

第２節 初期活動 

 

（通報） 

第６０条 原子炉施設に異常が発生したこと又は発生のおそれがあることを発見した者は，直

ちに施設管理課長に通報する。 

２ 施設管理課長は，次の各号の場合，直ちに所長，保安主任者，各部長，施設保安課長，安

全管理課長及び設備保全課長に通報する。 

(1) 原子炉施設に異常が発生し，その状況が非常事態であり，又は非常事態に発展するおそ

第９章 非常時の措置 

 

第１節 事前対策 

 

第５４条～第５６条（変更なし） 

 

（緊急作業従事者の選定） 

第５６条の２ 施設保安課長は，次の各号に掲げる全ての要件に該当する所員等の放射線業務

従事者（女子については，妊娠不能と診断された者に限る。）から，緊急作業に従事させる

ための要員（以下「緊急作業従事者」という。）を選定し，各部長及び保安主任者の確認を

受け，所長の承認を得る。 

(1) 次の表に定める緊急作業についての教育を受けた上で，緊急作業に従事する意思があ

る旨を，理事長に書面で申し出た者であること。 

(2) 次の表に定める緊急作業についての訓練を受けた者であること。 

(3) 実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業従事者については，原子力災

害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第８条第３項に規定する原子力防災要員，

同法第９条第１項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原子力防

災管理者であること。 

 

分類 項目 時間 

緊急作業について

の教育 

緊急作業の方法に関する知識（放射線測定の方

法，身体等の汚染の状態の検査，保護具の性能及

び使用方法等） 

３時間以上 

電離放射線の生体に与える影響，健康管理の方法

及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 

１時間以上 

緊急作業について

の訓練 

緊急作業の方法 ３時間以上 

緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い＊１＊２ ３時間以上 

＊１：第５９条第１項又は第６４条の２に定める訓練のうち，緊急作業で使用する施設及

び設備の取扱いに関する訓練と兼ねることができる。 

＊２：緊急作業で使用する施設及び設備を取り扱う者を対象とする。 

 

第５７条～第５９条（変更なし） 

 

第２節 初期活動 

 

（通報） 

第６０条 原子炉施設に異常が発生したこと又は発生のおそれがあることを発見した者は，直

ちに施設管理課長に通報する。 

２ 施設管理課長は，次の各号の場合，直ちに所長，保安主任者，各部長，施設保安課長，安

全管理課長及び設備保全課長に通報する。 

(1) 原子炉施設に異常が発生し，その状況が非常事態である場合又は非常事態に発展するお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・略称を追記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表現の見直し 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

れがあると判断した場合 

(2) 放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判断した場合 

 

第６１条～第６２条（省略） 

 

第３節（省略） 

 

第４節 原子力災害発生時の措置 

 

（原子力災害発生時の措置） 

第６６条 原子力災害対策特別措置法に基づく措置が必要な場合は，本規定にかかわらず当該

措置を優先する。 

それがあると判断した場合 

(2) 放射性物質の原子炉施設外への漏えいがある場合又はそのおそれがあると判断した場合 

 

第６１条～第６２条（変更なし） 

 

第３節（変更なし） 

 

第４節 原子力災害発生時の措置 

 

（原子力災害発生時の措置） 

第６６条 原災法に基づく措置が必要な場合は，本規定にかかわらず当該措置を優先する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・略称に変更する。 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
10 

改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熱ルミネセンス線量計

測定装置の生産終了に伴

い代替品へ更新する。 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（1/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（5/11）（省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（1/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（5/11）（変更なし） 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

  

 

・代替冷却設備から代替

冷却装置に名称を変更す

る。 

・原子炉補機冷却系の代

替冷却装置を導入する対

象設備を追記する。 

・代替冷却装置を設置す

る設備のうち，「中央制

御室換気系」を「中央制

御室換気系チリングユニ

ット」に変更し，冷却対

象設備の明確化を図る。 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

  

 

 

・代替冷却設備から代替

冷却装置に名称を変更す

る。 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 

14 

改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（8/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（9/11）（省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第４ 廃止措置計画に基づく性能維持施設（8/11）～別表第４ 廃止措置計画に基づく性

能維持施設（9/11）（変更なし） 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

  

 

・空冷式のユニット型空

気圧縮機設置に伴い追記

する。 

・ユニット型空気圧縮機

の設置に伴い，空気圧縮

機の維持すべき期間を変

更する。 

・ユニット型空気圧縮機

の位置及び容量に関する

事項を削除する。 
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注）改正後欄の下線及び点線の囲いは，変更事項に含まれない。 
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改正前（令和 3年 1月 6日認可版） 改正後（補正後） 備  考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セメント混練固化装置

詳細設計の反映に伴い記

載内容を変更する。ま

た，要求される機能に固

化機能を追記する。 

・セメント混練固化装置

の固化機能に関する性能

及び機能維持の方法を追

記するとともに，漏えい

防止機能及び遮へい機能

に関する性能の記載方法

を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




